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衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
原
子
力
の
平
和
的
利
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
原
子
力
協
力
協
定
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
我
が
国
と
相
手
国
と
の
間
の
核
物
質
等
の

移
転
そ
の
他
の
協
力
を
行
う
た
め
の
法
的
枠
組
み
を
定
め
る
原
子
力
平
和
的
利
用
協
力
協
定
と
し
て
は
、
英
国
、
欧
州
原
子

力
共
同
体
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
中
国
、
フ
ラ
ン
ス
及
び
米
国
と
の
協
定
が
あ
る
。
な
お
、
御
指
摘
の
原
子
力
の

平
和
的
利
用
に
お
け
る
協
力
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
と
の
間
の
協
定
（
平
成
三

年
外
務
省
告
示
第
三
百
十
五
号
。
以
下
「
日
露
原
子
力
協
力
協
定
」
と
い
う
。
）
は
、
核
物
質
等
の
移
転
を
行
う
た
め
の
法

的
枠
組
み
で
は
な
く
、
情
報
交
換
等
の
協
力
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

我
が
国
と
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
ナ
ミ
ビ
ア
及
び
ニ
ジ
ェ
ー
ル
と
の
間
に
は
、
協
定
、
覚
書
、
交
換
公
文
等
の
原
子
力
協

力
に
関
す
る
政
府
間
の
文
書
は
存
在
し
な
い
。

三
の
（
�
）
か
ら
（
�
）
ま
で
に
つ
い
て

我
が
国
が
核
爆
発
装
置
を
爆
発
さ
せ
る
こ
と
等
に
よ
り
原
子
力
平
和
的
利
用
協
力
協
定
に
違
反
す
る
こ
と
は
お
よ
そ
考
え

一



ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
仮
定
の
御
質
問
に
対
す
る
答
弁
は
差
し
控
え
た
い
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
協
定
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
知
的
財
産
は
、
返
還
要
求
又
は
補
償
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
協
定
に
お
い
て
は
、
英
国
又
は
フ
ラ
ン
ス
の
事
前
同
意
は
不
要
で
あ
る
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

御
質
問
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
六
ヶ
所
再
処
理
工
場
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
支
援
を
得
て
建
設
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
再
処
理
に
係
る
技
術
及
び
日
仏
間
で
合
意
さ
れ
る
設
備
等
は
、
原
子
力
の
平
和
的
利
用
に
関
す
る
協
力
の
た
め

の
日
本
国
政
府
と
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定
（
昭
和
四
十
七
年
条
約
第
九
号
。
以
下
「
日
仏
原
子
力
協
力
協

定
」
と
い
う
。
）
の
対
象
で
あ
る
。
六
ヶ
所
ウ
ラ
ン
濃
縮
工
場
及
び
高
速
増
殖
炉
「
も
ん
じ
ゅ
」
は
国
産
の
も
の
で
あ
る
が
、

極
め
て
多
く
の
資
機
材
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
我
が
国
が
締
結
し
て
い
る
原
子
力
平
和
的
利
用
協
力
協
定
に
基
づ
い

て
外
国
か
ら
移
転
さ
れ
た
資
機
材
が
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
及
び
そ
の
量
を
直
ち
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

当
該
協
定
に
基
づ
い
て
移
転
さ
れ
た
資
機
材
に
つ
い
て
は
、
当
該
協
定
の
適
用
を
受
け
、
協
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二



三
の
（
�
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
協
定
上
、
カ
ナ
ダ
政
府
は
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
返
還
又
は
補
償
を
我
が
国
政
府
に
対
し
て
要
求
す
る
権
利
は
有

し
て
い
な
い
。
お
尋
ね
の
使
用
済
核
燃
料
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

御
質
問
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
我
が
国
に
あ
る
原
子
炉
等
の
設
備
の
う
ち
、
原
子
力
の
平
和
的
利
用

に
関
す
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
（
昭
和
六
十
三
年
条
約
第
五
号
。
以
下

「
日
米
原
子
力
協
力
協
定
」
と
い
う
。
）
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
も
の
が
い
ず
れ
で
あ
る
か
を
直
ち
に
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
が
、
同
協
定
に
基
づ
い
て
移
転
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
協
定
の
適
用
を
受
け
、
協
議
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

五
の
（
�
）
に
つ
い
て

ウ
ェ
ス
チ
ン
グ
ハ
ウ
ス
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
・
カ
ン
パ
ニ
ー
（
以
下
「
Ｗ
Ｈ
社
」
と
い
う
。
）
が
所
有
す
る
原
子
炉
等
の

製
造
に
関
す
る
技
術
を
使
用
す
る
権
利
の
株
式
会
社
東
芝
へ
の
譲
渡
に
関
し
て
、
米
国
議
会
及
び
英
国
議
会
の
承
認
を
求
め

る
よ
う
な
制
度
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

三



五
の
（
�
）
及
び
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
米
国
政
府
の
承
認
が
必
要
と
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
米
国
の
国
内
法
令
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
我
が
国
と

し
て
判
断
す
る
立
場
に
は
な
い
。

五
の
（
�
）
に
つ
い
て

御
質
問
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
尋
ね
の
原
子
炉
が
既
に
日
米
原
子
力
協
力
協
定
の
対
象
で
あ
る
場

合
に
は
、
Ｗ
Ｈ
社
が
株
式
会
社
東
芝
の
傘
下
に
入
っ
た
後
も
、
引
き
続
き
同
協
定
の
対
象
と
な
る
。

五
の
（
�
）
に
つ
い
て

東
芝
・
Ｗ
Ｈ
社
の
米
国
子
会
社
が
米
国
で
生
産
し
た
原
子
炉
等
を
第
三
国
に
供
給
す
る
場
合
に
は
、
日
本
が
当
該
第
三
国

と
の
間
で
原
子
力
平
和
的
利
用
協
力
協
定
を
締
結
し
て
い
る
必
要
は
な
い
。

六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
協
議
に
つ
い
て
は
、
開
始
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
開
始
時
期
は
、
未
定
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

日
露
原
子
力
協
力
協
定
は
、
千
九
百
九
十
一
年
に
締
結
さ
れ
て
以
降
、
そ
の
内
容
に
変
更
は
な
い
。

四



八
に
つ
い
て

ロ
シ
ア
政
府
と
の
関
係
等
も
あ
り
、
答
弁
は
差
し
控
え
た
い
。

九
の
（
�
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
協
定
は
、
ウ
ラ
ン
濃
縮
役
務
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
な
い
。

九
の
（
�
）
に
つ
い
て

千
九
百
九
十
九
年
の
東
京
電
力
株
式
会
社
と
テ
ク
ス
ナ
ブ
エ
ク
ス
ポ
ー
ト
社
と
の
ウ
ラ
ン
濃
縮
役
務
契
約
に
係
る
外
国
為

替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
に
基
づ
く
役
務
取
引
許
可
の
申
請
年

月
日
は
平
成
十
一
年
九
月
二
十
九
日
で
あ
り
、
当
該
申
請
に
係
る
通
商
産
業
大
臣
の
許
可
年
月
日
は
同
年
十
月
十
四
日
で
あ

る
。ま

た
、
二
千
一
年
の
ウ
ラ
ン
濃
縮
役
務
契
約
に
係
る
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
五
条
第
三
項
に
基
づ
く
役
務
取

引
許
可
の
申
請
年
月
日
は
平
成
十
四
年
一
月
十
六
日
で
あ
り
、
当
該
申
請
に
係
る
経
済
産
業
大
臣
の
許
可
年
月
日
は
同
年
二

月
四
日
で
あ
る
。

九
の
（
�
）
に
つ
い
て

五



日
露
原
子
力
協
力
協
定
は
、
ロ
シ
ア
の
事
前
同
意
権
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
な
い
。

九
の
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。

九
の
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。
な
お
、
ロ
シ
ア
に
お
け
る
再
転
換
に
つ
い
て
は
、
同
国
が
一
定
の
設
備
を
有

し
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
は
承
知
し
て
い
な
い
。

九
の
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。

九
の
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
再
転
換
に
係
る
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
五
条
第
三
項
に
基
づ
く
役
務
取
引
許
可
の
申
請
年
月
日
は

平
成
十
二
年
五
月
二
十
九
日
で
あ
り
、
当
該
申
請
に
係
る
通
商
産
業
大
臣
の
許
可
年
月
日
は
同
年
六
月
七
日
で
あ
る
。

十
に
つ
い
て

二
千
六
年
八
月
二
十
八
日
に
作
成
さ
れ
た
原
子
力
の
平
和
的
利
用
の
分
野
に
お
け
る
協
力
の
促
進
に
関
す
る
日
本
国
政
府

六



と
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
共
和
国
政
府
と
の
間
の
覚
書
（
以
下
「
日
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
覚
書
」
と
い
う
。
）
に
い
う
「
よ
り
高
い
加
工

レ
ベ
ル
」
の
ウ
ラ
ン
製
品
と
は
、
ウ
ラ
ン
鉱
自
体
の
み
な
ら
ず
、
精
製
等
の
加
工
を
加
え
た
ウ
ラ
ン
製
品
を
指
す
。

十
一
の
（
�
）
に
つ
い
て

回
収
ウ
ラ
ン
の
再
転
換
は
、
日
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
覚
書
に
記
述
さ
れ
て
い
る
「
核
燃
料
加
工
役
務
」
に
該
当
す
る
。

十
一
の
（
�
）
及
び
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。

十
二
に
つ
い
て

御
質
問
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
二
国
間
の
原
子
力
平
和
的
利
用
協
力
協
定
に
基
づ
い
て
外
国
か
ら
移

転
さ
れ
た
天
然
ウ
ラ
ン
の
濃
縮
の
過
程
で
生
じ
た
劣
化
ウ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
、
当
該
協
定
の
適
用
を
受
け
、
協
議
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

十
三
に
つ
い
て

東
海
再
処
理
工
場
で
回
収
さ
れ
、
保
管
し
て
い
る
ウ
ラ
ン
の
量
は
金
属
ウ
ラ
ン
換
算
で
七
十
一
万
八
千
百
七
十
六
キ
ロ
グ

ラ
ム
（
平
成
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
現
在
）
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
御
質
問
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で

七



は
な
い
が
、
二
国
間
の
原
子
力
平
和
的
利
用
協
力
協
定
に
基
づ
い
て
外
国
か
ら
移
転
さ
れ
た
核
物
質
か
ら
得
ら
れ
た
回
収
ウ

ラ
ン
に
つ
い
て
は
、
当
該
協
定
の
適
用
を
受
け
、
協
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
四
に
つ
い
て

東
海
再
処
理
工
場
で
回
収
さ
れ
た
ウ
ラ
ン
の
う
ち
金
属
ウ
ラ
ン
換
算
で
三
十
四
万
九
千
六
百
五
十
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
が
人
形

峠
の
濃
縮
施
設
に
お
い
て
濃
縮
さ
れ
六
万
四
百
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
濃
縮
ウ
ラ
ン
が
製
品
と
し
て
電
気
事
業
者
に
対
し
て
引

き
渡
さ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
濃
縮
ウ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
三
月
末
ま
で
に
、
装
荷
さ
れ
た
時
期
、

そ
の
原
子
炉
名
及
び
体
数
は
、
次
の
と
お
り
と
承
知
し
て
い
る
。

昭
和
六
十
二
年
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
三
号
機
、
四
体

平
成
五
年
、
福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
一
号
機
、
二
十
四
体

平
成
三
年
、
大
飯
発
電
所
二
号
機
、
二
十
体

平
成
十
五
年
、
高
浜
発
電
所
一
号
機
、
二
十
四
体

平
成
十
五
年
、
伊
方
発
電
所
三
号
機
、
十
二
体

平
成
十
四
年
、
敦
賀
発
電
所
二
号
機
、
二
十
四
体

八



平
成
十
七
年
、
川
内
原
子
力
発
電
所
二
号
機
、
十
二
体

東
海
再
処
理
工
場
で
回
収
さ
れ
た
ウ
ラ
ン
に
よ
り
製
造
さ
れ
た
体
数
の
総
数
並
び
に
こ
れ
ら
の
照
射
さ
れ
た
核
燃
料
の
保

管
及
び
処
理
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。

十
五
に
つ
い
て

御
質
問
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
二
国
間
の
原
子
力
平
和
的
利
用
協
力
協
定
に
基
づ
い
て
外
国
か
ら
移

転
さ
れ
た
核
物
質
か
ら
得
ら
れ
た
回
収
ウ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
、
当
該
協
定
の
適
用
を
受
け
、
協
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
六
に
つ
い
て

御
質
問
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
原
子
力
の
平
和
的
利
用
に
お
け
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
グ

レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定
（
平
成
十
年
条
約
第
十
三
号
）
又
は
日
仏
原
子
力

協
力
協
定
に
基
づ
い
て
我
が
国
よ
り
移
転
さ
れ
た
核
物
質
か
ら
得
ら
れ
た
回
収
ウ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
協
定
の
適

用
を
受
け
、
協
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
七
及
び
十
八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
こ
れ
ら
の
協
定
、
覚
書
、
交
換
公
文
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
人
形
峠

九



の
施
設
に
お
い
て
、
海
外
か
ら
受
け
入
れ
た
八
酸
化
三
ウ
ラ
ン
の
輸
入
元
及
び
金
属
ウ
ラ
ン
換
算
で
の
量
は
、
次
の
と
お
り

と
承
知
し
て
い
る
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
四
万
九
千
九
百
八
十
八
キ
ロ
グ
ラ
ム

カ
ナ
ダ
、
五
万
七
千
八
百
十
キ
ロ
グ
ラ
ム

中
国
、
六
万
三
千
百
七
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム

平
成
十
七
年
度
以
降
、
六
ヶ
所
ウ
ラ
ン
濃
縮
工
場
に
移
転
さ
れ
た
八
酸
化
三
ウ
ラ
ン
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

十
九
及
び
二
十
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
こ
れ
ら
の
協
定
、
覚
書
、
交
換
公
文
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
平
成
十

七
年
度
以
降
、
日
本
国
内
の
燃
料
加
工
工
場
に
移
転
さ
れ
た
天
然
六
フ
ッ
化
ウ
ラ
ン
の
荷
送
人
及
び
八
酸
化
三
ウ
ラ
ン
換
算

で
の
量
は
、
次
の
と
お
り
と
承
知
し
て
い
る
が
、
転
換
事
業
者
名
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。

カ
メ
コ
社
、
七
十
四
万
四
千
四
百
七
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム

コ
ミ
ュ
レ
ッ
ク
ス
社
、
七
千
二
百
十
八
キ
ロ
グ
ラ
ム

二
十
一
に
つ
い
て

一
〇



お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。

一
一


